青森県介護員養成研修事業者指定要綱

（趣旨）

第１　この要綱は、介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「政令」という。）及び介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、政令第３条第１項第２号の介護員養成研修事業者（以下「事業者」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。

　（指定の申請書）

第２　規則第２２条の２６の申請書及び書類は、第１号様式及び第１号様式に掲げる添付書類により、初回の養成研修の受講者の募集を開始する２ヶ月前までに、知事に提出するものとする。

　（審査の基準）

第３　規則第２２条の２７第１項第１号ロ、第２号ロ、第３号ロ又は第４号ロの要件は、別紙１の基準に基づき判断するものとする。

２　規則第２２条の２７第１項第１号ニ、第２号ニ、第３号ニ又は第４号ニの要件　は、別紙２の基準に基づき判断するものとする。

　（変更又は廃止、休止若しくは再開の届出）

第４　規則第２２条の２９の規定による変更に係る届出は、変更した日から１０日以内に第２-１号様式に関係書類を添付して知事に提出するものとする。
ただし、指定を受けた事業者が、前年度に引き続き研修事業の指定を受けようとする場合は、当該年度の１回目の研修開始２か月前までに第２-２号様式に関係書類を添付して知事に提出するものとする。
２　規則第２２条の２９の規定による廃止に係る届出は、廃止することとした日から１０日以内に第３号様式を知事に提出するものとする。

３　規則第２２条の２９の規定による休止に係る届出は、休止することとした日から１０日以内に第４号様式を知事に提出するものとする。
４　規則第２２条の２９条の規定による再開に係る届出は、再開することとした日から１０日以内に第５号様式を知事に提出するものとする。
　（修了者名簿及び事業報告書）

第５　規則第２２条の３０の名簿は、第６号様式による。

２　規則第２２条の３０の事業報告書は、第７号様式による。

　（学則の制定及び公開等）

第６　事業者は、次に掲げる事項を明らかにした学則を定め、これを公開しなければならない。

（１）開講目的

（２）研修事業の名称

（３）実施場所

（４）研修期間

（５）研修カリキュラム

（６）講師の氏名

（７）研修修了の認定方法

（８）開講時期

（９）受講資格

（10）受講手続（募集要領等）

（11）授業料、実習費等

２　事業者は、受講者の研修への出席状況、成績等受講者に関する状況を確実に把握し、保存しておかなければならない。

　（受講者に係る秘密の保持等）

第７　事業者は、研修事業の運営上知り得た受講者に係る秘密の保持について、十分に留意しなければならない。

２　事業者は、受講者が実習において知り得た個人の秘密の保持について、受講者に十分に留意するよう指導しなければならない。

　（経理の区分）

第８　事業者は、研修事業の経理を他の事業の経理と明確に区分し、会計帳簿、計算書類等研修事業の収支の状況を明らかにする書類を整備しておかなければならない。

　（修了証明書の交付及び修了者名簿の保存等）

第９　事業者は、研修の課程を修了した者に対し、政令第３条第１項の証明書を交付しなければならない。

２　前項の研修の課程を修了した者とは、当該研修の課程に係るすべての研修科目（次項及び第４項の規定により当該課程に係る研修科目の一部の受講を免除された者にあっては、当該受講を免除された研修科目以外のすべての研修科目）を受講した者とする。

３　事業者は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める研修の課程を受講しようとするときは、別表５に定めるところにより、当該課程に係る研修科目の一部の受講を免除することができる。

　　なお、この場合において、実務経験に応じた研修科目の免除を行う場合は、事業者は受講者に対し実務経験証明書の提出を求めるものとする。

（１）３級課程を修了した者　２級課程

（２）介護サービス技能審査に合格した者　２級課程又は３級課程

（３）日本赤十字社が交付する家庭看護法介助員認定証を有する者　３級課程

４　事業者は、前項に定めるもののほか、都道府県、市町村又は公的団体の実施する在宅介護サービスに係る研修事業を受講した者が研修の３級課程を受講する場合において、知事が適当と認めたときは、当該課程に係る研修科目の一部の受講を免除することができる。

５　事業者は、受講者が、やむを得ない事情により研修科目の一部を受講しなかった場合において、当該事業者が定める修業年限内に同一の又は他の事業者が行う研修に係る当該研修科目に相当する研修科目を受講したときは、その全部又は一部を受講したものとみなすことができる。

６　事業者は、自らの情報の開示に努めることとし、別表６に定める事項をホームページ上などにおいて開示しなければならない。

７　事業者は、施行令第３条第２項第２号イ及び規則第２２条の２８の規定に基づ　き、研修を修了した者の氏名、住所、生年月日、修了した研修課程、修了年月日及び修了証明書の番号その他必要事項を記載した台帳を管理・保存しなければならない。

　

　　　附　則

　この要綱は、平成１３年　３月　５日から施行する。

　この要綱は、平成１４年　３月１５日から施行する。　

この要綱は、平成１８年１２月２２日から施行する。

この要綱は、平成１９年　９月　６日から施行する。
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